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 令和４年第３回農業委員会総会議事録 

 

令和４年３月１７日（木）第３回総会を市役所南庁舎３階大会議室に招集した。 

 

農業委員１５人   

 会長 １８番 逸 見 力 士 会長職務代理者 １番 仲 田 清 志 

  ３番 宮 本 武 博 ４番 赤 井 勝 利 

 ５番 小 川 広 文 ６番 三 上 雄 二  

 ８番 井 藤 孝 久  １０番 神 山 順 一 

 １１番 宮 脇   繁 １２番 眞 壁 勲 二 １３番 伊 達 修 史 

 １４番 藤 川   雅 １５番 山 田 條 一 １６番 大 原 砂 利 

 １７番 奥 津 忠 和   

推進委員 ９人    

  ２番 真 壁 正 司 ３番 泉       登 

 ４番 溝尾 美惠子 ５番 三 輪 金 樹 ６番 妹 尾 良 和 

 ７番 後 藤 保 夫 ８番 信 谷 昌 吾 ９番 逸 見 則 夫 

 １０番 奥 津 賢 司   

欠席委員 ４人    

 ２番 小 田 正 廣 ７番 倉 脇 敏 弥 ９番 藤 本    彰 

 １番 谷 岡 收 藏   

 

議事   議案第１１号 農地法第４条の規定による許可申請について 

     議案第１２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第１３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による許可 

            申請について 

議案第１４号 現況証明にかかる現況認定について            

      

    報告事項   農地改良届について 

農地法施行規則第２９条の届について 

農地法施行規則第５３条の規定による許可を要しない転用 

について 

法務局照会について 

完了届について 

利用権設定中途解約について 

                           

 協議事項 

     そ の 他 
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     事務局職員（書記） 事務局長 竹村 陽子 

                  主査     川添 和之 

主査  小林 淳 

 

（開会時刻 午後９時３０分） 

川添主査 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川添主査 

 

 

宮本委員 

 

川添主査 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

ただいまから新見市農業委員会第３回総会を開催いたします。本日

の出席は、２４名でございます。欠席の方は２番小田委員、７番倉脇

委員、９番藤本委員、推進委員１番谷岡委員です。では、最初に逸見

会長がご挨拶を申し上げます。 

 

皆さん、改めましておはようございます。今朝、農地部会と調整会議

をありがとうございました。農業委員会の緩和で、認定農業者等がいな

ければならないという構成要件が今度、来年の７月の改選、委嘱変えの

時には緩和されるようです。どのぐらいになるのか、３分の１になるの

か、認定農業者がなってもかまわないのか、わかりませんがそのように

なるようです。人農地プランが法定化されまして農業委員会は、農業者

に意向調査を十分反映して農地集積目標地図を作れと、この地域はどの

辺がどのように集約できるかの地図を作ることが法定化されて農業委員

会の仕事になるようです。今、農地取得の下限面積がありますが、これ

もなくなるようです。農地の集約を推進するためには農業委員会、中間

管理機構、市町村農林課の仕事が急増するのではないかと言われてます。

皆さんも一生懸命頑張っていただきたいと思います。本日も、よろしく

お願いします。 

 

続きまして「農業委員会憲章」の唱和を行います。今回は、３番宮本委

員に先導をお願いいたします。 

 

 「農業委員会憲章」の先導 

 

ありがとうございました。それではこれからの進行は、会長よろしく

お願いいたします。 

 

  それでは議長を務めさせていただきます。円滑な議案審議にご協力を

よろしくお願いいたします。 

 それでは只今から日程１「議事録署名委員の決定」に入ります。議事

録署名委員は、８番井藤委員、１０番神山委員にお願いいたします。 

 続きまして日程２「議事」に入ります。議案第１１号農地法第４条の

規定による許可申請について、事務局の説明をお願いします。 
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小林主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

三輪委員 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  員 

 

会  長 

議案第１１号農地法第４条についての申請につきまして、１件申請が

ございました。それでは、議案第１１号第１番でございます。確認を３

月７日に行っております。場所は、長屋、現況地目は畑２筆でございま

す。転用目的は資材置場及び農作業場で、借地を使えなくなったことか

ら、新たに資材置場・農作業場を確保するものです。期間は令和４年３

月２５日から令和４年６月２５日です。この申請地は、甲種農地、第１

種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当しない第２種農地と考え

ます。農地区分と転用目的は問題ないと考えます。また、被害防除計画

も適正であり、周辺農地への影響はないと考えられ、この転用はやむを

得ないものと考えます。資金計画ですが、土地造成費は記載のとおりで、

すべて自己資金でございます。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。推進委員５番 

 

  推進委員５番三輪です。確認を３月８日、逸見会長と行いましたが申

請人の方も出てこられまして説明を受けました。場所は、長屋の旧道を

寺に上がる道があります、その入口に●●集会所があります、その建物

の裏、石蟹方向に４枚畑がありその真ん中の２枚が資材置場、農作業場

になっています。これに関連する議案１４ページの報告農地改良届、こ

れの嵩上げです。１番の両サイドの畑です。問題ありません。よろしく

お願いします。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第１１号１番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、本案件は許可妥当とします。なお、面積が３０ａ未

満のため、県農業会議への諮問は任意となりますが、諮問不要としてよ

ろしいか。 

 

 「よろしい。」 

 

 それでは諮問不要とし、許可を決定いたします。続いて議案第１２号
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小林主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

三輪委員 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

奥津(忠)委員 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

農地法第５条の規定による許可申請について、事務局の説明をお願いし

ます。 

 

議案第１２号農地法第５条について第５条の申請につきまして、３件

申請がございました。それでは、１番について説明いたします。現地確

認を３月４日に行っております。場所は唐松、現況地目は田２筆でござ

います。転用目的は墓地・参道です。転用理由ですが、現在の墓地の敷地

を工場建設用地として提供することとなったため、隣地である申請地の

提供を受け、墓地・参道を移設するものです。契約の種類は売買による

所有権移転で、価格は記載のとおりです。工事期間は令和４年４月１８

日から７月３１日までです。この申請地は、甲種農地、第１種農地及び

第３種農地のいずれの要件にも該当しない第２種農地と考えます。農地

区分と転用目的は問題ないと考えます。また、被害防除計画等も適正で

あり、周辺農地への影響はないと考えられ、申請地に代えて利用できる

適当な土地はなく、この転用はやむを得ないものと考えます。資金計画

ですが、土地購入費、造成・施工費 は記載のとおりで、自己資金による

ものです。以上です。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。推進委員５番。 

 

 推進委員５番三輪です。現地確認を３月８日、逸見会長と行いました。

場所は、唐松旧道を入ると旧唐松小学校があります。そこから５０ｍほ

ど奥に入り右の小阪部川方向に行く道があります。その道を土手まで行

き南側が移転する墓地の場所です。問題ありません。 

 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。１７番。 

 

 １７番奥津です。墓地の面積はどのぐらいですか。 

 

墓地の面積は２０㎡です。他に、ご意見、ご質問はございませんか。 

 

 （意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第１２号１番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 
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小林主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全員賛成と認め、本案件は許可妥当とします。続きまして、議案第１

２号２番、３番の議案について、事務局の説明をお願いします。 

 

前回持ち越しになった議案で、第２番、第３番は同じ内容ですので合

わせてご説明いたします。また内規案についても一緒にご説明いたしま

す。お手元にカラーの資料と内規案を準備してますのでご覧下さい。で

は、カラーの資料をご覧ください。議案第１２号第２番、第３番一時転

用申請についてです。今回の件は、現況と登記内容の相違が原因で直ち

に農振地除外の申請ができない特殊な事情であることから一時転用から

の対応を検討するものです。露天施設の恒久転用を目的とした一時転用

は県下でも複数の農業委員会が条件付きで認めている状況であることか

ら当委員会としても内規を定め基準が整えば柔軟な対応を提案します。

カラーの資料、３枚目の航空写真をご覧ください。真ん中の●●●、●

●●の２筆がありますが、現在赤い横線の東西の境界で分けてそれぞれ

が耕作されています。登記上は、縦線の南北の境界に分かれていること

が判明しました。国土調査が終わりまして現在の東西の状態で国に申請

しておりますが登記に反映するまでに約２年かかります。反映は令和６

年４月ごろとなり、反映するまで農振除外ができないことになっていま

す。農振除外の手続きは通常年２回ですので半年から７ケ月ぐらいで本

来ならできるものなのですが、本件は手続き自体できないということに

なっております。それでは、カラーの１枚目をご覧ください。取扱いの

イメージですが上の図が一般的一時転用を示したものでして、一時転用

期間を満了して原形復旧し、農地して使用する、これが一時転用の原則

です。今回は、下の図、恒久転用を目的とした一時転用を検討しまして、

満了前に黄色の矢印のところで農振除外、恒久転用許可の手続きを完了

します。満了までに恒久転用許可を受けている場合は、継続して使用で

きることを認める扱いを検討しております。尚、申請するにあたり、誓

約書を求めます。許可を受けられなかった、目的の地領ができなくなっ

た場合は、上の図、原則どおり満了後原形復旧するということになりま

す。次に、内規の案をご覧ください。露天施設への恒久転用を目的とし

た一時転用の取扱に関する内規、令和４年３月１７日。一時転用は原則、

原形復旧ではありますがこの内規の定める通りにより露天施設、露天駐

車場・資材置場などですが、この転用で恒久転用が認められる場合には

例外的に一時転用期間内に恒久転用許可を得て継続使用ができるものと

します。但し、申請手続きの際に３年間使用誓約書、２枚目に様式を付

けております。これを添付することとします。目的どおり３年間使用す

る、一時転用期間内に恒久転用の許可を受けること、それができなかっ

た場合には原形復旧する、という誓約書になっております。総会前に農
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農地部会長 

 

 

 

会  長 

 

 

 

後藤委員 

 

小林主査 

 

 

後藤委員 

 

小林主査 

 

 

 

 

後藤委員 

 

地部会に諮りまして、判断基準に照らし協議いただき、新見市農業委員

会として総合的に判断していただいております。基準につきましては、

今の基準とカラーの資料２枚目判断基準に照らした申請内容について合

わせてご覧ください。恒久転用を目的とした一時転用の申請を行う理由

ですが、国土調査結果が反映しないため農振除外手続きができない特殊

な理由がこれになります。次に、恒久転用の申請を行う農地区分につい

て、申請地は現在農振地に指定されておりますが立地条件から農振除外

後、３種農地の取扱となります。３種農地は原則的に転用が認められる

土地であることから農地区分としての転用は問題ありません。転用目的

について、申請地は令和３年１２月に許可しているガソリンスタンド、

食堂などの駐車場として工事終了後も継続して使用するものです。給油

所、休憩所、食堂、コインランドリーに付随する駐車場が転用目的で国

道県道の沿道地域であれば第１種農地であっても例外的に転用が認めら

れるとされており転用目的は隣地を含めて問題ありません。以上の基準

に沿った内容であることを考えております。内規についての説明は以上

です。今回の議案の扱いと内規について審議をお願いします。 

 

農地部会長仲田です。今朝、農地部会を開催しまして、事案を勘案し

まして原則的には農振除外が正規の通り行ってもらい、今回は、特例で

認めることになりました。以上、報告を終わります。 

 

２番、３番については前回の説明がありましたので地区委員の説明は

省かせてていただきます。これについてご意見、ご質問はございません

か。推進委員７番。 

 

 推進委員７番後藤です。この申請は新たに申請されたものですか。 

 

 申請については、前回の申請の後、農業委員会事務所で協議を行い内

容を精査し申請を出されてます。 

  

 申請は訂正されたところはありますか。有りましたら説明して下さい。 

 

 資金計画が訂正になっております。２番については土地造成費が１３

２万円、自己資金となっております。３番については、土地造成費は２

１８万円自己資金となっております。又、転用期間については、許可日

から３年間と修正しております。 

 

 ３年後に恒久転用をするのですから、忘れずに事務局から提出してい

ただくように注意して下さい。 
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小林主査 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  員 

 

会  長 

 

 

 

竹村局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

後藤委員 

 

 

 農振除外の手続きと合わせまして、期間内に提出していただくように

お願いしております。 

 

 他に皆さんからのご意見、ご質問はございませんか。 

 

 （意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第１２号２番、３番の議案に

賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

 

全員賛成と認め、本案件は許可妥当とします。なお、１番から３番ま

で全て面積が３０ａ未満のため、県農業会議への諮問は任意となります

が、諮問不要としてよろしいか。 

 

（よろしい。） 

 

それでは諮問不要とし、許可を決定いたします。続きまして、議案第

１３号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による許可申請の

新規について、事務局の説明をお願いします。 

 

 今回、新規の貸し付けが１０件出ております。借受人は農業従事者、

農機具などもそろっており、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各

要件を充たすと考えます。１番大佐小南、田１筆、２年使用貸借、２番神

郷高瀬、畑１筆、３年１ケ月賃貸借、３番神郷油野、田３筆、５年使用貸

借、４番哲多町大野、田４筆、５年使用貸借、５番哲多町老栄、田３筆、

５年賃貸借、６番哲西町畑木、田１筆 ３年賃貸借、７番哲西町矢田、田

３筆、３年使用貸借、８番哲西町上神代、田３筆、５年使用貸借、９番哲

西町上神代、田３筆、３年使用貸借、１０番哲西町上神代 田７筆、１０

年賃貸借となっております。尚、３番、４番、５番、１０番については農

地中間管理事業によるものです。新規については以上です。 

 

 新規について事務局の説明が終わりました。続いて関係地区委員の説

明を順次求めます。１番から順次お願いします。推進委員７番。 

 

 推進委員７番後藤です。２月２６日に確認しました。場所は、●●●

がありますがそれの北側です。よろしくお願いします。 
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会  長 

 

信谷委員 

 

 

 

 

 

会  長 

 

逸見委員 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

奥津(賢)委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹村局長 

 

 

 

奥津(賢)委員 

 

 

 

 続いて２番３番をお願いします。推進委員８番。 

 

 推進委員８番信谷です。２番ですが、現地確認を３月１２日、仲田委

員、大原委員、私とで行いました。場所は、神郷高瀬の●●団地がありま

すその一角にありました。ハウスも有り問題ありません。３番、場所は

神郷油野旧油野小学校の西側県道縁にこの３筆が並んでありました。問

題ありません。以上、よろしくお願いします。  

 

 続いて４番５番をお願いします。推進委員９番。 

 

 推進委員９番逸見です。現地確認を３月１０日、井藤委員、宮脇委員、

小川委員と私で行いました。場所は、哲多総合センターから哲多哲西線

を５キロ先、頂上付近を右に入り●●●地区があります。そこの申請人

の家の前にあります。次に５番、同日、同委員と現地確認しました。場所

は哲多総合センターから大谷線を４キロ先、申請人の家の前です。問題

ありません。以上です。 

 

続いて６番から１０番をお願いします。推進委員１０番。 

 

 推進委員１０番奥津です。６番から１０番まで３月９日、三上委員、

奥津委員、私と３名で確認しました。６番の場所は、国道１８２号線を

東城方面に向かい旧国道に入り野馳駅から正面２００ｍ行った所です。

綺麗な田でした。７番、同じく１８２号線を東城方面に行くと哲西中学

校下の交差点を左に入り奥詰まりの所へ有り、問題ありません。８番、

これも１８２号線を●●●より１００ｍ東城方面に行った所で左右に挟

んで圃場がありました。東城方面に向かい左手の圃場は盛土をしてあり

復旧されるか分からないような状態、また右手の田は草刈りしてました

が中には木が生えた状態でした。事務局に聞きます。圃場として借受け

る場合、通常判断としてＡからＢの評価でもこれを農地として借受ける

側に対しては大丈夫なのですか。これを説明お願いします。 

 

 ８番、９番もですが借受人の方に事情を聴きましたところ土地をこれ

から所有者の方から賃料をいただきこの期間内に造成をしながら耕作で

きる状態にし、それから耕作を続けていく状態でしたので受けました。 

 

 はい、わかりました。９番こちらもＪＡ●●から東城方面へ向かい信

号機を左奥へ３００ｍ入った先にあります。そこの１筆もＣ評価で出さ

れた所なのですが事務局から説明がありましたように復旧されるようで

す。１０番、１８２号線を●●●より１５０ｍ東城方面に行った所に●
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奥津(賢)委員 

 

後藤委員 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●がありますその前を右手に入り３００ｍ先右手にある圃場です。河川

の復旧で圃場を潰されていましたがもとに復旧されるので問題ありませ

ん。以上です。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。新規について、ご意見ご質

問はございませんか。１７番。 

 

１７番奥津です。復旧するとの話でしたが、元に戻さなかったらどう

なるのですか。 

 

申請を受付た段階で先程のように説明を受けましたので、いつまで過

ぎても復旧できてないようでしたら、こちらも指導させていただきたい

と思います。状況を見させていただき復旧できないようでしたら中途解

約なりしていただくように勧めたいと思います。 

 

地区の者としては、期間的にどのぐらいで復旧されるのか。 

 

借受けている期間の中で復旧していくと聞いており、期間の方はどの

ぐらいで復旧するとは今のところ聞いておりません。 

 

３年間の新規契約だから、期間内で復旧されて返すのですか。 

 

貸し借りです、荒地だろうが綺麗な土地だろうが相対の話ではないで

すか。 

 

今の話では、３年なり５年なり復旧して続けて借りたいということで

はないでしょうか。他に、ご意見、ご質問ございませんか。 

 

 （意見、質問なし） 

 

 ご意見、ご質問ございませんので、議案第１３号新規の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、新規は決定といたします。続きまして再設定につい

て、事務局の説明をお願いします。 

 

 再設定が２６件出ております。この内３１番、貸付人の方が先日お亡
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くなりになられましたので、相続人の方に名前を後程修正させていただ

きたいと思います。今まで耕作されてきたものの継続ですので、問題は

ないと考えます。再設定については以上です。 

 

 再設定について事務局の説明が終わりました。関係地区委員より補足

説明がありますか。 

 

 （ありません。） 

 

 再設定について、ご意見ご質問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

 ご意見、ご質問ございませんので、議案第１３号再設定の議案に賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、再設定は決定といたします。続きまして、議案第１

４号現況証明にかかる現況認定について、事務局の説明をお願いします。 

 

議案第１４号現況証明に係る現況認定について、現況証明の申請につ

きまして、１件申請がございました。第１番でございます。確認を３月

４日に行っております。場所は哲西町矢田、台帳地目は田１筆です。現

況地目は雑種地でございます。理由は、昭和５５年３月３日、農地法第

５条の許可合併浄化槽設置を受けて贈与を受けたが、地目変更登記を行

わず現在にいたったもの、というものでございます。以上です。 

 

 この件について、関係地区委員の説明を求めます。６番。 

 

 ６番三上です。確認日は３月８日、奥津委員、奥津推進委員と３名で

行いました。場所は、国道１８２号線ＪＡ●●上、５００ｍ行った左手

に入りそれから１キロ先へ郵便局がありその手前を左に入り●●●集落

に入ります。その参道を過ぎ右に入り１００ｍ先の右手に申請人の家が

あります。その家の隣に申請地があり雑種地になっていました。以上で

す。 

 

 事務局、地区委員の説明が終わりました。この件について、ご意見ご

質問はございませんか。 
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 （意見、質問なし） 

 

 ご意見、ご質問ございませんので、議案第１４号現況証明にかかる現

況認定について賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、認定といたします。ここで休憩といたします。 

 

 先程、利用権設定のところの３１番●●●●さん、相続人の方は娘さ

んの●●さんで住所は同じです。この方が相続人・管理人として契約さ

れます。 

 

～ 休 憩 ～ 

 

 時間がまいりましたので再開します。報告事項に入ります。農地改良

の届について、事務局の説明をお願いします。 

 

農地改良届について農地改良の嵩上げの届出が１件ございました。第

１番は確認を３月４日に行っております。場所は長屋、現況地目は田畑

各１筆の計２筆でございます。先程の第４条第１番に隣接する土地です。

理由でございますが、申請地は大雨の時、水路が増水して田畑が浸水す

るため、嵩上げして農地を改良するもので、改良面積は記載のとおりで

す。期間は令和４年４月１日から令和４年６月３０日までです。以上で

す。 

 

 この件について、関係地区委員より報告願います。推進委員５番。 

 

 推進委員５番三輪です。この件につきましては４条の時に報告させて

いただきましたが、４条申請の畑の両サイドの田畑を嵩上げするもので

す。よろしくお願いします。 

 

 続きまして、農地法施行規則第２９条の規定による許可を要しない転

用について、事務局の説明をお願いします。 

 

農地法施行規則第２９条の届について農地法施行規則第２９条の届出

が１件ございました。第１番は確認を２月８日に行っております。場所

は石蟹、現況地目は田１筆でございます。理由でございますが、申請地、
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隣接地の田を耕作するのに農機具等の使用が困難なため、申請地に農道

を設置するもので、整備面積は記載のとおりです。工事期間は令和４年

２月７日から令和４年３月３１日までです。以上です。 

   

この件について、関係地区委員より報告願います。推進委員５番。 

 

 推進委員５番三輪です。確認を２月７日、逸見会長と行きました。場

所は、石蟹駅前の国道を進むと●●●がありこの建物の裏です。問題あ

りません。よろしくお願いします。 

 

 道の全長はどのぐらいですか。 

 

 農道の計画面積は、１.８ｍ×３４．７ｍの設計で申請が出ております。 

 

続きまして、農地法施行規則第５３条の規定による許可を要しない転

用について、事務局の説明をお願いします。 

 

農地法施行規則第５３条の規定による許可を要しない転用、農地法施

行規則第５３条の規定による許可を要しない転用の申請が１件ございま

した。第１番は、確認を２月１０日に行っております。場所は哲西町大

竹、現況地目は畑１筆でございます。転用目的は携帯電話無線基地局の

新設で、転用理由は当該地域の携帯電話のサービスの向上を図るという

もので、契約の種類は賃借権の設定となっております。工事期間は令和

４年３月４日から９月３０日までとなっております。以上です。 

 

この件について、関係地区委員より報告願います。１７番 

  

 １７番奥津です。３月９日に三上委員、奥津推進委員と現地確認しま

した。場所は、国道１８２号線東城と哲西町の分かれの手前２００ｍを

左に入り２００ｍ先●●集会所がありますそこを左に行くと貸付人の家

がありその側にありました。以上です。 

 

続きまして、法務局照会について、事務局の説明をお願いします。 

 

法務局照会について、今回５件ございました。１番の場所は哲西町大

野部、確認を１月２４日に行いました。登記地目は田３筆、畑１筆、現況

地目は原野という申請で、時期不詳で原野となっているというものです。

農業委員と事務局の現地確認の結果、法務局へは非農地で回答していま

す。２番の場所は唐松、確認を１月２４日に行いました。登記地目は田
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１筆、現況地目は堤という申請で、時期不詳で堤になっているというも

のです。農業委員と事務局の現地確認の結果、法務局へは非農地で回答

しています。３番の場所は唐松、確認を１月２４日に行いました。登記

地目は田１筆、現況地目は原野という申請で、時期不詳で原野になって

いるというものです。農業委員と事務局の現地確認の結果、法務局へは

非農地で回答しています。４番の場所は唐松、確認を１月２４日に行い

ました。登記地目は田１筆、現況地目は原野という申請で、時期不詳で

原野となっているというものです。農業委員と事務局の現地確認の結果、

法務局へは非農地で回答しています。５番の場所は哲西町矢田、確認を

１月２５日に行いました。登記地目は畑１筆、現況地目は雑種地という

申請で、時期不詳で雑種地となっているというものです。農業委員と事

務局の現地確認の結果、法務局へは非農地で回答しています。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。１７番。 

 

１７番奥津です。３月９日に三上、奥津委員と確認しました。場所は、

ＪＡ●●●から県道を東城方面に２キロ行くと●●●がありそこから西

へ１００ｍぐらい先の左にありました。かなり草が生え、木も生えてお

りました。以上です。 

 

２番、３番、４番お願いします。推進委員５番。 

 

推進委員５番三輪です。２番、１月２２日、逸見会長と現地確認しま

した。場所は、●●●橋を唐松方向へ渡り切った右側、左側の河原です。

堤防ができておりました。３番４番は同じ所です。唐松の●●から●●

へ上がる新しい道ができています。その中間付近を降り古い道を上がる

と新しい道に接します。接した付近に下に降りる道があります。その道

を約５０ｍ降りると２筆並んでありました。原野になっておりました。

以上です。 

  

 次、５番をお願いします。６番 

 

 ６番三上です。確認日は３月９日、奥津委員、奥津推進委員と行いま

した。場所は、国道１８２号線哲西中学校の手前５０ｍに民家がありそ

の裏にあります。雑種地になっておりました。以上です。 

 

 次に完了届について、事務局の説明をお願いします。 

 

完了届が３件出ています。１番高尾地内農地法第５条による駐車場及
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奥津(賢)委員 

 

 

会  長 

び資材置場です。２番草間地内、農地法第４条による墓地です。３番神

郷下神代地内、農地法第４条による浄化槽設置です。以上です。 

 

 この件について関係地区委員より、確認日と補足説明があればお願い

します。推進委員４番。 

 

 推進委員４番溝尾です。確認を３月８日にしました。機能しておりま

した。 

 

続いて１０番。 

 

１０番神山です。確認を３月１６日にしました。立派な墓ができてお

りました。以上です。 

 

次、１番。 

 

１番仲田です。確認日は３月８日、浄化槽ができておりました。 

 

ありがとうございました。続いて利用権設定中途解約について、事務

局の説明をお願いします。 

 

利用権設定中途解約合意書が２件出ております。１番哲多町大野、田

４筆、耕作者変更。２番哲西町大野部、田１筆、こちらも耕作者変更によ

るもので解約の後、農地中間管理機構と契約する予定になっております。

以上です。 

 

この件について、関係地区委員より確認日と補足説明があればお願い

します。推進委員９番。 

 

９番推進委員逸見です。これは先程許可された利用権設定の新規です。

今度は中間管理機構で耕作者が変わることで解約です。以上です。 

 

続いて、推進委員１０番。 

 

推進委員１０番奥津です。本人さんと話をし、耕作者を変えて農地中

間管理機構へ出すということでした。以上です。 

 

続きまして、日程３協議事項に入ります。事務局からなにかありまし

たらお願いします。 
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（ありません。） 

 

無いようですので続きまして、その他ですが事務局から何かあります

か。 

 

伊達委員さんから一言ご挨拶があるそうなので、お願いします。 

 

この度、私の不注意の怪我により長らくお休みをさせていただき皆様

にご迷惑を申し訳ございませんでした。また、お見舞いも頂きましてあ

りがとうございました。これからは、このようなことが無いように注意

をしながら活動します。ありがとうございました。 

 

次回の総会ですが、４月１５日金曜日、午前９時３０分から場所は南

庁舎１階会議室１Cで開催します。また、５月の総会予定は１７日火曜日

午前９時３０分からとなります。よろしくお願いします。 

    

 他に、皆さんからのご意見ご質問はございませんか。では、閉会を仲

田代理にお願いします。 

 

 以上で総会を閉会します。本日は、お疲れ様でした。 

（閉会挨拶） 

 

 （閉会時刻 午後 １１ 時 ００＿分） 
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